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小金井市青少年問題協議会の運営方法等について（案） 

 

 

１ 会議録作成の基本方針等 

 ⑴ 小金井市市民参加条例施行規則第５条及び第６条において、以下のとおり規定され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 会議録は、各委員において、内容を確認後、ホームページに掲載し、情報公開コー

ナー（第二庁舎６階）等に据え置き公開する。 

 ⑶ 発言者名を正確に把握するため、会議での発言は会長が指名後、名前を発言してか

ら行う。（例「〇〇です。その件については、・・・」） 

 

 （会議録作成の基本方針） 

第５条 条例第７条第１号の会議録は、あらかじめ関係附属機関等に諮った上、次に掲げる

会議録の作成方法の中から、会議内容等に応じ適切な方法を選択するものとする。 

⑴ 全文記録 

⑵ 発言者の発言内容ごとの要点記録 

⑶ 会議内容の要点記録 

（会議録の記載事項） 

第６条 会議録（様式）には、原則として次の事項を記載するものとする。ただし、規則、

規程、細則、要綱、要領、規約等で設置根拠が定められている会議等の会議録について

は、第１１号に定める発言内容の記載は、主な発言要旨等の記載とすることができる。 

⑴ 会議の名称（附属機関等名） 

⑵ 事務局（担当課） 

⑶ 開催日時 

⑷ 開催場所 

⑸ 出席者 

⑹ 傍聴の可否 

⑺ 傍聴者数 

⑻ 傍聴不可・一部不可の場合は、その理由 

⑼ 会議次第 

⑽ 会議結果 

⑾ 発言内容・発言者名 

⑿ 提出資料 

⒀ その他必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、率直な意見の交換や意思決定の中立性の確保のために必要な

ときは、発言者名の記載を省略することができる。この場合において、発言者名の記載の

省略の可否は、当該附属機関等の出席委員の過半数をもって決するものとする。 

参考資料 



２ 会議の公開 

  小金井市市民参加条例第６条の規定により、原則として公開する。 

 

３ 会議の傍聴 

  小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領のとおりとする。 

 

４ 「意見・提案シート」の取扱い 

 ⑴ 本協議会における検討内容等に対し、「意見・提案シート」の提出があった場合は、

正式資料として公開の対象とする。 

 ⑵ 無記名で提出されたものについては、参考資料として委員のみに配布する。 

 ⑶ 公序良俗に反する内容や個人情報に関する内容等の場合は配布せず、内容の一部が

そのような内容の場合は、該当部分を黒塗りにして配布する。 

 ⑷ 協議会開催日の１週間前までに提出されたものは、次回協議会で配布する。



小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３号の規

定に基づき法律もしくは条例の定めるところにより設置される附属機関又は市長の定め

る他の審査、諮問、調査等のために設置される機関（以下「附属機関等」という。）の

会議の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴席の確保） 

第２条 附属機関等の長は、会議を開催しようとするときは、傍聴席が確保できるよう努

めなければならない。ただし、会議会場の広さ等により傍聴席の確保が困難な場合は、

この限りでない。 

（傍聴人の数） 

第３条 附属機関等の会議の傍聴人の数は、会議会場の広さ等を考慮し、附属機関等の長

が決めるものとする。 

（傍聴人の手続及び決定） 

第４条 会議を傍聴しようとする者は、附属機関等の長に申し込み、小金井市附属機関等

の会議傍聴券（様式。以下「傍聴券」という。）の交付を受けなければならない。 

２ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。 

３ 傍聴人は、原則として会議開催予定時刻の１０分前から先着順で決定する。ただし、

会議開催予定時刻の１０分前における傍聴希望者が、前条に規定する傍聴人の人数を超

えるときは、くじ引きで傍聴人を決するものとする。 

（傍聴券の提示） 

第５条 傍聴人は、係員から要求があったときは、傍聴券を提示しなければならない。 

（傍聴券の返還） 

第６条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還

しなければならない。 

（傍聴席に入ることができない者） 

第７条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

⑴ 凶器その他危険なものを持っている者 

⑵ 酒気を帯びていると認められる者 

⑶ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

⑷ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器を持っている者 

⑸ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるも

のを持っている者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に定める事項を守らなければならない。 

⑴ 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

⑵ 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。 



⑶ はち巻き、腕章、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。 

⑷ コートの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、会議の長の許可

を得たときは、この限りでない。 

⑸ 飲食又は喫煙をしないこと。ただし、飲食について会議の長の許可を得たときは、

この限りでない。 

⑹ みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

⑺ 携帯電話は、電源を切り、又はマナーモードとし、通話をしないこと。 

⑻ 写真及び映像の撮影、録音並びにこれに類する行為をしないこと。ただし、会議の

長の許可を得たときは、この限りでない。 

⑼ 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為

をしないこと。 

（傍聴人の退場） 

第９条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。 

（係員の指示） 

第１０条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 

（違反に対する措置） 

第１１条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会議の長はこれを制止し、その命令に従

わないときは、これを退場させることができる。 

（委任） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、傍聴の実施に関し必要な事項は、会議の長が別

に定める。



 

小金井市青少年問題協議会 

 

意見・提案シート 
 

◆小金井市青少年問題協議会への検討内容についてご意見・ご提案がありましたら、以下

にご記入の上、児童青少年課にご提出ください。次回開催の１週間前に届いたものは、

協議会で資料として配付します。 

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                          

 

                                          

 

 

提出日    年   月   日 
 

氏 名              

（送付先） 

 小金井市子ども家庭部児童青少年課  

 〒１８４－８５０４ 小金井市本町６－６－３  連絡先：０４２－３８７－９８４７ 

FAX：０４２－３８３－６５７７  E-mail：s050699＠koganei-shi.jp 

 

※原文のまま配付しますので、氏名について 

も公開の対象となります。 

※公序良俗に反する内容や個人情報に関する 

 内容等の場合、配布しません。 


